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上越市北陸新幹線上越妙高駅周辺地区における企業等の立地の 
促進に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正理由  

  駅周辺の商業地区における企業進出を促進する奨励金の対象となる事業開始期限を

延長するもの 

 

２ 改正内容 

  対象事業者の認定要件として定める事業開始の期限を「令和８年３月３１日」から

「令和１１年３月３１日」に変更する。（第３条関係） 

 

３ 施行期日 

  令和８年１月１日 

 

４ 上越市北陸新幹線上越妙高駅周辺地区における企業等の立地の促進に関する条例改

正案新旧対照表 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（対象事業者の認定） 

第３条 略 

 ⑴ 略 

ア  略 

イ 商業地区に新設する施設等であっ  

て、令和１１年３月３１日までに事業

の用に供するものであること。 

ウ 略 

 ⑵ 略 

２及び３ 略 

（対象事業者の認定） 

第３条 略 

 ⑴ 略 

ア  略 

イ 商業地区に新設する施設等であっ  

て、令和８年３月３１日 までに事業 

の用に供するものであること。 

ウ 略 

⑵ 略 

２及び３ 略 
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